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第1章 計画の策定に当たって 

第１章 計画の策定に当たって 
 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

春日井市は、「第 2 次春日井市障害者計画」（平成 16 年 3 月策

定）に基づき、ノーマライゼーションの理念の下、「市民誰もが相

互に人格と個性を尊重し支え合う」共生社会の実現をめざし、各種

の障害者施策を進めてまいりました。 

こうした中で、障害者福祉制度は、この数年間で大きく変化し、

平成 15 年度には、障害者等の自己決定を尊重し、利用者自らがサ

ービスを選択する支援費制度が導入され、さらに、本年４月から障

害者自立支援法が施行され、これまで障害の種類ごとに異なってい

た福祉サービスを一元的に提供する仕組みになりました。 

障害者自立支援法では、障害福祉サービス等の提供体制の確保を

図るため、数値目標やサービスの見込量などを定める「障害福祉計

画」を策定することとされました。 

本市としては、「障害福祉計画」を策定することにより、すでに

策定している「障害者計画」における障害者施策と合わせ、総合的

な障害者自立支援体制の確立を目指します。 
 
【図１】計画策定の背景と趣旨 

（支援費制度） 

障害者自立支援法 （平成 18 年４月施行） 

（平成 16 年 3 月策定） 

● ノーマライゼーションの理念 

● 「市民誰もが相互に人格と個性を 

尊重し支え合う」共生社会の実現 

第２次春日井市障害者計画 

 

● 三障害の制度を一元化 

● 障害福祉計画の策定 
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第1章 計画の策定に当たって 

２ 障害者数の推移と推計 
 

（１） 障害者数の推移 
 

平成９年度からの障害者数の推移は、増加傾向となっており、平

成 18 年 10 月現在の障害者数は、10,187 人となっています。ま

た、内訳は身体障害者 7,912 人、知的障害者 1,449 人、精神障

害者 826 人となっています。 
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Ｈ9年 Ｈ11年 Ｈ13年 Ｈ15年 Ｈ17年 Ｈ18年

手帳所持者総数 身体障害者
（手帳）

知的障害者
（手帳）

精神障害者
（手帳）

（人） 

                                          （人） 

区 分 身体障害者 知的障害者 精神障害者 合 計 

9 年 10 月 5,670 1,041 176 6,887 

11 年 10 月 6,263 1,119 325 7,707 

13 年 10 月 6,953 1,216 432 8,601 

15 年 10 月 7,324 1,315 548 9,187 

17 年 10 月 7,846 1,408 755 10,009 

18 年 10 月 7,912 1,449 826 10,187 
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第1章 計画の策定に当たって 

 

（２） 障害者数の推計 
 

過去の各障害者手帳所持者数の総人口に対する出現率から、計画

の目標年度である平成 23 年度までを推計しました。 

平成 23 年度の障害者数は、身体障害者は 8,369 人、知的障害

者は 1,695 人、精神障害者は 1,326 人と推計しており、障害者

数は、現状（平成 18 年度）の 10,187 人から 11,390 人となり、

1,203 人の増加を見込んでいます。 
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第1章 計画の策定に当たって 

３ 計画の性格、位置づけ、期間 

 

（１） 計画の性格 

 

この計画は、障害者自立支援法に基づき、国の基本指針にそっ

て、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体

制の確保に関する計画を定めるものです。 

 

【主な定める事項】 

 

○ 各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごと

の必要な量の見込み 

○ 障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込み

量の確保のための方策 

○ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 計画の位置づけ 
 

ア 障害者計画との関係 

「障害福祉計画」は、障害者自立支援法に基づく、障害福祉

サービスの量と提供体制を確保するための実施計画です。 

これに対し、「障害者計画」は、障害者基本法に基づく、障

害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計

画になります。 
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第1章 計画の策定に当たって 

【障害福祉計画と障害者計画の比較】 

 

項  目 障害福祉計画 障害者計画 

計画の名称 第 1 期春日井市障害福祉

計画（仮称） 

第２次春日井市障害者計画

 

根拠法令 障害者自立支援法 

 

障害者基本法 

計画の性格 福祉サービスの量と提供

体制を確保するための計

画（実施計画的） 

障害者のための施策に関す

る基本的な事項を定める中

長期の計画（基本計画的）

計画の期間 ３年 

 

１０年 

策定義務 義務 努力規定（平成 19 年４月

１日から義務化） 

計画の内容 〔総論〕 

１ 計画の性格、期間等 

２ 基本理念等 

 

〔各論〕 

１ 平成２３年度の目標

値設定 

２ 障害福祉サービス・相

談支援の必要量見込、確

保方策 

３ 地域生活支援事業の

実施に関する事項 

 

〔総論〕 

１ 計画の性格、期間等 

２ 基本理念、基本目標等

 

〔各論〕 

１ 障害者推計 

２ 施策の体系 

３ 施策の推進 

⑴ 生活環境の整備 

⑵  在宅福祉サービスの充実

⑶ 保健、医療、療育、教

育の充実 

⑷  就労と社会参加への

支援の充実 

⑸  障害者施策の総合的

な推進 
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第1章 計画の策定に当たって 

イ 他の計画との関係 

障害福祉計画は、地方自治法第２条第４項に規定する「第４

次春日井市総合計画」※１に即したものとするとともに、第２次

春日井市障害者計画※２、第２次春日井市地域福祉計画※３と調

和が保たれた内容とします。 
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※１ 第４次春日井市総合計画       平成 11 年（1999 年）３月策定 

総合的かつ計画的な行政運営を図るため、それぞれの時代に直面する課題

を踏まえて市の将来像を描きだすとともに、多岐にわたる各種の施策を総合

的に体系化した本市の最上位の計画。 

 

※２ 第２次春日井市障害者計画      平成 16 年（2004 年）３月策定 

地域の特色を生かしながら、誰もが互いに尊重し合い、助け合うことので

きる福祉文化を培い、市民の意識を育み、ともに学び、ともに働くことがで

きるように「ともに生きるまちづくり」を基調とした障害のある人のための

福祉に関する基本的な計画。 

 

※３ 第２次春日井市地域福祉計画     平成 1７年（200５年）３月策定 

誰もが住み慣れた家庭や地域のなかで、豊かな人間関係や社会関係を基盤

として、地域の特色を生かしながら、支えあい、助け合う福祉の文化を培い、

地域の福祉を推進していく計画。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第1章 計画の策定に当たって 

（３） 計画の期間 

 

計画の期間については、平成 18 年度から 20 年度までの 3

年間の計画とします。 

また、あわせて、平成 23 年度の数値目標を設定します。 

なお、平成 20 年度末までに、第１期計画の必要な見直しを行

い、第２期計画を策定します。 
 
 

【図２】計画の期間 
 

  １８年度 １９年度 ２０年度   ２１年度 ２２年度 ２３年度 
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基本指針に則し、
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に、地域の実情に応

じサービスの数値

目標を設定 

第１期計画期間
 

 

※第１期の実績を踏

まえ、第２期計画を

策定 

第２期計画期間 
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※１ 障害者自立支援法では、現行の施設サービスについては、おおむね５年

程度の移行措置期間内に新サービス体系に移行することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



第２章 計画の目標 

第２章 計画の目標 
 

１ 基本的理念 

 

計画の策定に当たり、障害者等の自立と社会参加を基本とする

「障害者基本法」の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮しまし

た。 

  

（１） 障害者等の自己決定と自己選択の尊重 
 

ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別や程度にかかわ

らず、障害者等が自分で住みたい場所を選び、必要な障害福祉サ

ービスやその他の支援を受けつつ、障害者等の自立と社会参加の

実現を図ることができるよう、障害福祉サービスの提供体制の確

立を図ります。 

 

（２） 市を主体とする仕組みと三障害の制度の一元化 
 

障害福祉サービスの実施主体が市となり、身体障害、知的障害、

精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度が一元化されたこ

とを踏まえ、精神障害者等に対し、立ち後れているサービスの充

実を図るとともに、県の支援などを通じて、市町村間で障害福祉

サービスの充実に努めます。 

 

（３） 地域生活移行や就労支援等のサービス提供体制の整備 

 

障害者等の自立支援の点から、地域生活への移行や就労支援に

関するサービス提供体制を整えるとともに、障害者等の生活を地

域全体で支えるシステムを実現するための提供体制の確保を図

ります。 
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第２章 計画の目標 

【図３】基本的理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉計画の基本的理念 

【理念】障害者等の自立と社会参加を基本障害者基本法 

障害者自立支援法 

３ 地域生活移行や就労支援等のサービス提供 

体制の整備 

２ 市を主体とする仕組みと三障害の制度の一元化 

１ 障害者等の自己決定と自己選択の尊重 
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第２章 計画の目標 

２ 基本目標 

 

（１） 障害福祉サービスに関する基本的考え方 
 

障害福祉サービスの提供体制を確保するため、基本的理念を踏ま

え、次に掲げる点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を

図ります。 

 

ア 訪問系サービスの充実 
 

精神障害者等に対し、立ち後れている訪問系サービスの利用を

促進するとともに、障害者等が必要な訪問系サービス※１を受け

ることができるよう、その充実を図ります。 

 

イ 日中活動系サービスの充実 
 

いわゆる小規模作業所の利用者が、法に基づくサービスへの移

行等ができるよう推進するとともに、希望する障害者等に日中活

動系サービス※２の充実を図ります。 

 

ウ グループホーム・ケアホームの充実と地域生活への移行 
 

地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援

助）やケアホーム（共同生活介護）の充実を図るとともに、自立

訓練事業等の推進により、福祉施設への入所や病院への入院から

地域生活への移行を図ります。 

 

 

                             

※１ 訪問系サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等

包括支援をいいます。 

※２ 日中活動系サービスとは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援、療養介護、児童デイサービス、地域活動支援センターで提供されるサ

ービスなどをいいます。 
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第２章 計画の目標 

エ 福祉施設から一般就労への移行等 
 

就労移行を支援する事業等を充実することにより、障害者の福

祉施設から一般就労への移行や、福祉施設において働く場の拡大

を図ります。 

 

【図 4】障害福祉サービスに関する基本的な考え方 
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第２章 計画の目標 

（２） 相談支援に関する基本的な考え方 
 

障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む

ためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらの

サービスの適切な利用を支える相談支援体制の構築が不可欠です。 

このため、地域の実情に応じ、中立かつ公平な立場で適切な相談

支援が実施できる体制の整備を図ります。 

さらに、相談支援事業を効果的に実施するため、事業者、雇用、

教育、医療等の関連する分野の関係者からなる「地域自立支援協議

会」を設け、ネットワークを構築します。 
 
 

【図 5】地域自立支援協議会 
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第２章 計画の目標 

３ 平成２３年度の数値目標の設定 

 

障害者等の自立支援に向け、地域生活移行や就労支援などの新た

な課題に対応するため、現行の福祉施設が新しいサービス体系への

移行を完了する平成 23 年度を目標年度として、次に掲げる事項に

ついて、それぞれの数値目標を設定します。 

 

（１） 福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 

現在、福祉施設に入所している障害者の15%以上が地域生活へ

移行することとともに、平成 23 年度末の施設入所者数を現在の施

設入所者数から７％以上削減することを目指します。 

 

区   分 人 数 備   考 

現在の施設入所者（ア） 

※１ 

203 人 平成18年 4月 1日現在

 

平成 23 年度の施設入所者

（イ） 

188 人 平成23年度末の見込数

削減見込 

（ア－イ） 

15 人 ７％以上 目標値 

地域生活移行数 

 

31 人 15％以上

※１ 身体障害者更生施設（入所）、身体障害者療護施設（入所）、身体

障害者授産施設（入所）、知的障害者更生施設（入所）、知的障害者

授産施設（入所）、及び旧体系から新体系へ移行した障害者支援施設

（訓練入所を除く）です。 
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第２章 計画の目標 

（２） 入院中の精神障害者の地域生活への移行 
 

平成 24 年度までに受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害

者が退院することを目指し、平成 23 年度末までの退院可能精神障

害者数の減少目標値を次のとおり設定します。 

 

区   分 人 数 備 考 

現在の退院可能精神障害

者数 

25 人

※２

愛知県全体 1,000 人

平成 23 年度末までの減少

目標値 

19 人  

※２ 愛知県の調査結果に基づく本市分の数値です。 

 

（３）  福祉施設から一般就労への移行等 
 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成

23 年度中に一般就労に移行する者の数値目標を次のとおり設定

します。 

 

区   分 人 数 備   考 

現在の一般就労への移行

実績  ※3 

７人 平成 17 年度実績

平成 23 年度までの一般就

労への移行目標値 

28 人 4 倍以上 

※3 愛知県が実施した一般就労調査結果に基づく本市分の数値です。 
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第３章 障害福祉サービスの見込量と確保のための方策 

第３章 障害福祉サービスの見込量と 
確保のための方策 

 

 
１ 障害福祉サービスと相談支援の種類ごとの 
必要な量の見込み 

 
 

平成20年度までの各年度及び平成23年度における障害福祉サー

ビスと相談支援の種類ごとの必要な量の見込みは、次のとおりです。 
 

№ サービス名 単位 18 年度 19 年度 20 年度 23 年度

1 

2 

3 

4 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

時間 4,350 5,022 5,694 7,038 

5 生活介護 人日 2,333 5,821 7,554 9,309 

6 自立訓練（機能訓練） 人日 44 110 143 176 

7 自立訓練（生活訓練） 人日 396 990 1,287 1,584 

8 就労移行支援 人日 347 866 1,126 1,386 

9 就労継続支援（A 型） 人日 132 352 440 550 

10 就労継続支援（B 型） 人日 1,232 3,058 3,960 4,884 

11 療養介護 人 5 5 5 6 

12 児童デイサービス 人日 1,264 1,380 1,496 1,728 

13 短期入所 人日 573 603 634 712 

14 

15 

共同生活援助 

共同生活介護 
人 45 68 79 91 

16 施設入所支援 人 47 118 153 188 

17 相談支援 人 19 19 20 22 

月別（1 月あたりの平均）の見込量 
 

※ ５～10、16 の各サービスについては、旧体系から新体系への移行の割合

は、国の標準的な割合である 18 年度 25%、19 年度 62.5%、20 年度

81.25%、23 年度 100%を採用しています。 
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第３章 障害福祉サービスの見込量と確保のための方策 

２ 障害福祉サービスと相談支援の種類ごとの 

必要な見込量の確保のための方策 
 

 

（１） 事業者への情報提供等 
 

障害福祉サービスや相談支援の事業者を確保するため、これら

の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めるとともに、広く

情報提供を行う等により、多様な事業者の参入を促進します。 

 

（２） 小規模作業所等の移行支援 
 

   現在、小規模作業所やＮＰＯ法人等が行っている福祉サービス

について、生活介護、就労移行支援、就労継続支援など障害福祉

サービスや地域生活支援事業への移行が円滑に行われるよう必

要な支援をします。 

 

（３） グループホーム・ケアホームの設置促進 
 

   地域生活への移行を進めるため、障害者等の地域における居住

の場としてのグループホーム（共同生活援助）やケアホーム（共

同生活介護）について、社会福祉法人やＮＰＯ法人等による設置

を支援します。 

16 



第３章 障害福祉サービスの見込量と確保のための方策 

 
【図６】障害福祉サービスの必要な見込量の確保方策 
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第４章 地域生活支援事業 

 第４章 地域生活支援事業 
 

 

市は、障害者自立支援法第 77 条に基づき、障害者等がその有す

る能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、地域生活支援事業を推進します。 

なお、自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害については、

障害者自立支援法施行後の国の検討状況を踏まえつつ、日中一時支

援事業、地域活動支援センター事業など、必要に応じた地域生活支

援事業の利用ができるよう検討します。

 
【図７】 地域生活支援事業 
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第４章 地域生活支援事業 

１ 実施する事業の内容 
 

 

（１） 実施時期 
 

   地域生活支援事業の円滑な実施を図るため、次の３つの時期ご

とに、各事業を実施します。 
 

            時期 

事業内容 

第１期 

18年 10月 

第２期 

19 年 4月 

第３期 

20 年度～ 
 
相談支援事業 

コミュニケーション支援事業

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

日中一時支援事業 

生活サポート事業 

訪問入浴サービス事業 

日常生活用具給付等事業 

成年後見制度利用支援事業 

更生訓練費給付事業 

施設入所者就職支度金給付事業

自動車運転免許取得・改造助成事業
 

 

  

相談支援事業 

（地域自立支援協議会の設置、 

障害者生活支援センター拡充、 

住宅入居等支援事業など） 

地域活動支援センター拡充 
 

   

 
移動支援事業の拡充 など 

（車両移送型の検討）     
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第４章 地域生活支援事業 

（２） 事業内容 
 

   ア 相談支援事業 
 

障害者等、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者等から

の相談に応じ、必要な情報の提供などを行うとともに、権利擁

護のために必要な援助を行います。 

   

○ 地域自立支援協議会の設置 

相談支援事業を効果的に実施するため、「春日井市地域自立

支援協議会」を設置します。 

    主な役割としては、相談支援事業の運営評価等の実施、困難

事例への対応のあり方の協議等、地域の関係機関によるネット

ワークに関することなどを行います。 

    委員の構成は、事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係

者、障害者関係団体、学識経験者などとします。 

 

○ 障害者生活支援センターの拡充など 

身体、知的、精神の各障害の特性に応じた専門相談員を配置

した障害者生活支援センターを新たに設置します。 

また、地域自立支援協議会において相談支援事業の運営評価

を行うとともに、相談を受けた障害者等にアンケートを実施す

るなど相談支援事業の適正な運営に努めます。 

 
【図８】 障害者生活支援センター 
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第４章 地域生活支援事業 

 

○ 成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用

が有効と認められる障害者等に対し、市長が後見などの開始の

審判請求を行うとともに、その費用を助成することにより、成

年後見人制度の利用を支援し、障害者等の権利擁護を図ります。 

 

○ 住宅入居等支援事業 

    賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人

がいないなどの理由により入居が困難な障害者に対し、入居に

必要な調整などの支援を行うとともに、家主などへの相談、助

言を通じて障害者の地域生活を支援します。 

 
 
 
 
【図９】 成年後見制度利用支援事業 
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第４章 地域生活支援事業 

 イ コミュニケーション支援事業 
 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思

疎通を図ることに支障がある障害者等（以下「聴覚障害者等」

といいます。）に、手話通訳者や要約筆記者を派遣するととも

に、手話通訳者を設置します。 
 

○ 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚障害者等に対し、手話通訳者、要約筆記者の派遣を行い

ます。 
 

○ 手話通訳者の設置 

聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、春日井市役所

福祉課内に手話通訳者を設置します。 
 

○ 奉仕員養成研修事業 

    聴覚、視覚障害者等の日常生活を支援し社会参加を促進する

ため、総合福祉センター、図書館等において、手話通訳、要約

筆記、音訳などの各種養成講座を実施します。 
 

○ 声の広報発行事業 

  文字による情報入手が困難な障害者のために、広報かすがい

をはじめ障害者等が地域生活をする上で必要度の高い情報な

どを障害者等に定期的に提供します。 
 

○ 視覚障害者への情報提供支援 

  総合福祉センターの共同利用の視覚障害者支援システムを

利用した音声や文字拡大、点字による情報提供を進めます。 

また、録音図書、点字図書の無料郵送貸出や図書館において

対面読書を実施します。 
 

○ 耳マーク設置推進事業 

    各公共施設における耳マークの設置を推進する 

とともに、市職員に対し、コミュニケーション支援 

に関する研修を行い、市職員が障害者等との意思 

疎通の円滑化を率先して実践するよう努めます。 
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第４章 地域生活支援事業 

 ウ 移動支援事業 
 

屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可

欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を

支援します。 

また、障害者等の個々の利用状況やニーズに応じた柔軟な形

態で実施できるよう、移動支援事業の利用の基準や要件などを

明確にし、適正かつ公平な実施を図ります。

   

○ 個別支援型 

個別的支援が必要な者に対し、１対１による移動支援を行い

ます。 

 

○ グループ支援型 

複数の障害者等への同時移動支援や、屋外でのグループワー

ク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の移動

支援について、導入を検討します。

 

○ 通所支援型 

障害者等が通所施設への利用をしやすくなるよう、必要に応

じて、移動の支援を行います。 

 

○ 車両移送型 

公共施設、駅、福祉センターなど障害者等の利便を考慮し、

かすがいシティバス（はあとふるライナー）の活用などを含め

て、検討します。 

また、障害者等の外出を支援し、社会参加を促進するため、

各種行事への参加を目的とした車両移送など必要に応じた支

援を検討します。 
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第４章 地域生活支援事業 

エ 地域活動支援センター事業 
 

地域活動支援センターを通じて、障害者等に創作的活動、生

産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などを図ります。 

 

オ 日中一時支援事業 
 

障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するため

の日常的な訓練その他の支援を行います。 

日中一時支援事業（日帰りショート）について、対象となる

施設の範囲を広げることにより、多様な事業者の参入を促進し、

利用の確保を図ります。 

 

カ 生活サポート事業 
 

障害程度区分の認定において非該当となった者に対し、居宅

介護従事者等を居宅に派遣し、日常生活に関する支援や家事援

助を行います。 

 

 キ 訪問入浴サービス事業 
 

地域における障害者等の生活を支援するため、訪問により居

宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保

持、心身機能の維持などを図ります。 

 

 ク 日常生活用具給付等事業 
 

重度障害者等に対し、日常生活用具の給付や貸与をすること

により、日常生活の便宜や福祉の増進を図ります。 
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第４章 地域生活支援事業 

ケ 更生訓練費給付事業※１

 
自立訓練事業や就労移行支援事業を利用している者などに

更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。 

 

 コ 施設入所者就職支度金給付事業 
 

自立訓練事業や就労移行支援事業を利用した者などで、就職

等により自立する者に対し、就職支度金を支給し、社会復帰の

促進を図ります。 

 

 サ 自動車運転免許取得・改造助成事業 
 

障害者等に対し、自動車運転免許の取得に要する費用の一部

を助成し、あるいは、障害者等が就労等に伴い自動車を取得す

る場合、その自動車の改造に要する費用の一部を助成すること

により、就労その他の社会活動への参加を促進します。 
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※１ 「更生」の表記については、「更正」と混同して理解される場合などもあ

り、好ましくないという意見がありましたが、福祉の用語として、一般に「リ

ハビリテーション」の意味として用いられていること。また、国の地域生活

支援事業実施要綱の中において「更生」が使用されており、市町村の判断で

用語を変更するのは適切でないことから、「更生訓練費給付事業」を用いるこ

ととしました。 

 
 



第４章 地域生活支援事業 

【図 10】地域生活支援事業における支援のイメージ 
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第４章 地域生活支援事業 

２ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する 

考え方及び量の見込み 
 

 

地域生活支援事業の実施に当たっては、障害者等の障害程度認定

区分、心身の障害の状態、障害者等の介護を行う者の状況などを総

合的に勘案しつつ、障害者等が必要とする障害福祉サービスのほか、

地域生活支援に関し、必要なサービスを受けられるよう配慮します。 

 

№ サービス名 単位 18 年度 19 年度 20 年度 23 年度

１ 障害者相談支援事業 

（相談員数） 

（相談件数） 

 

人 

件 

２

3,200 

６

4,943 

 

６ 

5,076 

９

7,414 

2 コミュニケーション支援事業

（手話通訳者派遣件数） 

（要約筆記者派遣件数） 

 

件 

件 

391

61

406

64

 

419 

66 

446

70

3 移動支援事業 人 

時間

270

26,925

291

29,047 

304 

30,311 

334

33,320 

4 地域活動支援センター 人 30 74 97 119 

5 日中一時支援事業 人 

回数

94

1,433 

98

1,495 

101 

1,552 

111

1,699 

6 訪問入浴サービス 人日 880 977 1,062 1,277 

7 日常生活用具給付等事業 件数 3,316 3,466 3,604 3,957 

（年ごとの見込量） 
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第４章 地域生活支援事業 

３ 地域生活支援事業の必要な見込量の確保 

のための方策 
 

 

（１） 相談支援事業の拡充 
 

総合的な障害者生活支援センターを新たに設置するとともに、

地域自立支援協議会のネットワークを活用するなど相談支援体

制の整備を図ります。 

 

（２） 地域活動支援センターの拡充 
 

   障害者等に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交

流の促進などを図るため、障害福祉サービスの事業所のほか、小

規模作業所やＮＰＯ法人等による地域活動支援センターの設置

を支援するとともに、適切な運営と質の向上を促します。 

  

（３） 事業者との連携 
 

   地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため、これらの事業

を行う意向を有する事業者への説明会や意見交換の機会を設け

ること等により、事業者との連携を図ります。 
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第４章 地域生活支援事業 

 
【図 11】地域生活支援事業の必要な見込量の確保方策 
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第５章 総合的なサービス提供体制の確保に向けて 

第５章 総合的なサービス提供体制の 
確保に向けて 

 

 

１ 障害福祉サービス等に関する情報提供の充実 
 
 

  障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業などに関する情

報について、広報や各種パンフレット、インターネット等により、

分かりやすく、かつ、障害の種類に応じた適切な情報提供を図りま

す。 

 

【図 12】春日井市ホームページ 
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第５章 総合的なサービス提供体制の確保に向けて 

２ 計画の推進体制 

 
 
（１） 障害者施策推進協議会の開催 

 

この計画の円滑な推進を図るため、学識経験者や関係団体代表、

市民公募などにより構成する障害者施策推進協議会を定期的に

開催します。 

 

（２） 実施状況の点検、評価など 
 

障害福祉計画では、各年度において、サービスの見込量のほか、

地域生活への移行が進んでいるか、一般就労への移行が進んでい

るかなどの達成状況を障害者施策推進協議会において点検、評価

します。 

また、この結果に基づいて所要の対策を実施します。 

 

【図 13】 計画の推進体制 
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